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①事務量

②事務内容
・事務の性質（企画立案～定型業務）
・国・都道府県・市町村間の事務内容の共通性

③事務処理に必要なリソース
・事務処理に求められる人材の専門性
・事務処理の難しさ、経験・知見の必要性

④その他事務処理のあり方
・対面や実地での事務実施の必要性
・事務処理に当たり踏まえるべき地域の事情・特性
・行政分野を超えた連携や地域の多様な主体との連携の必要性

持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会報告書（ポイント）

➢ 生産年齢人口はピーク時から約1,100万人減少し、既に自治体では専門人材（技術職員、デジタル人材等）等の不足が喫緊の課題

➢ 団塊ジュニア世代（毎年約200万人出生）の退職によって、今後は一般行政職員を含め人材不足が深刻化

１．人材不足等の課題

２．事務処理に関する課題と対応

３．今後の進め方

○ 市町村が本来注力すべき事務に注力し、各地域が個性豊かで活力に満ちた分権型社会を実現するため、
これまでとは異なる新たな視点で、個別の事務の課題を踏まえた対応や制度の見直しの議論を進めることが必要

➢ 対応方策は、事務を減らす、まとめる（水平連携・垂直補完）、 担い手を広げる（民間活用・住民参加）、生産性を高めること

➢ 各行政分野（10分野）の個別の事務まで踏み込んで課題を分析し、分野横断的な検討の視点を抽出

➢ 今後、この検討の視点を参考に、その他の行政分野も含め、事務処理上の課題分析を行い、対応方策を検討することが必要

（分析例）介護サービス事業者の運営指導

・中小規模の市町村では事務量が小さくノウハウの蓄積が困難。
・事業者との連絡調整はデジタル化による負担軽減が可能。
・実地検査は数年に一回であり、日常的な実地性は高くない。
・事務処理に当たり広域的な視点が求められるものではない。
・事業者指導については、市町村のほか都道府県も同種の事務を行っ
ている。民間にも事務受託法人が存在する。

⇒ 地域事情に応じ、大都市や都道府県が代わりに行うことや、民間
法人に委託することが効果的だと考えられる。

＜検討の視点＞ ＜研究会で課題分析のために取り上げた行政分野（10分野）＞

➢ 各都道府県が、地域の状況を踏まえ、市町村の検討を支援 （国としても具体的な対応方策について一定の選択肢を提示）

 ⇒ 地方の検討状況を踏まえ、制度上対応すべきものについては、国・都道府県・市町村の役割分担の変更等の制度見直し

※デジタル技術の活用は、事務のあり方の前提を変え得る。

（福祉）介護保険、国民健康保険、老人福祉施設、保育
（教育）小中学校教育 （インフラ）道路、上下水道 （農業）鳥獣被害対策
（環境）地球温暖化対策 （消費者）消費生活相談

２
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都道府県における主な取組の例

都道府県 枠組みの立上げ状況 今後の予定 対象分野

北海道
• R7.2に上川総合振興局と管内市町村で構成される「上川管内

地域連携・共創推進会議」（首長級）を立上げ
• 分野別の部会を開催し、広域連携に関する実証

事業等の展開を目指す

・ＤＸ
・人材確保等
・公共施設管理

秋田県

• R7.３に県と５市町で構成される「地方税業務のあり方研究会」
（課長級）を立上げ

• R7年度末までに県内３カ所で「県と市町村との意見交換会」
（首長級）を実施予定

• 「地方税業務のあり方研究会」については、１２月
までに報告書のとりまとめを目指す

• 「県と市町村との意見交換会」での議論を踏まえ、
将来的に他分野への展開を予定

・地方税
・その他の分野にも
展開予定

福井県
• Ｒ７．１０に県と県内全17市町で構成される「市町の業務改善に関

する検討会」（課長補佐級）を立上げ
• 年度末までに中間とりまとめを目指す

・検討中
（土木、福祉、計画策
定事務などを想定）

長野県
• 県と市町村（市長会・町村会の代表者）で構成される既存の「県

と市町村との協議の場」（首長級）を活用し、取組を推進

• 11月に優先的に対応すべき事務を決定し、R8
年度に具体的な連携方策について準備、R9年
度から連携の取組を開始

・検討中
（専門職員確保、イン
フラなどを想定）

大阪府
• 府内２地域（南河内・泉州南）で府と市町村で構成される３つの

検討体制（首長級）を立上げ（うち２つはR7年度に新設）
• 年度末に、進捗状況のとりまとめ及び次年度の

取組の方向性の決定を目指す。
・公共施設、地域活性化、
将来のあり方等

愛媛県
• 県と県内全20市町で構成される既存の「愛媛県・市町連携推

進本部」（首長級）を活用し、取組を推進
• 年度内に２回開催し、R８年度プランを策定予定

・R8年度プランの内
容は検討中（R7年
度プランでは、市町
道整備事業の県受
託施行等の取組）

鹿児島県
• R7.1１に県と離島市町村等による「持続可能な行政サービス

のあり方に関する意見交換会」（課長級）を実施

• 年度末までに、持続可能な行政サービスのあり
方に関する意見交換会」（課長級）において対応
策のとりまとめを目指す

・検討中（離島市町村
等を中心に課題を
抽出）

沖縄県
• R7.8に県・４市・４町村で構成される「持続可能な行政サービ

スのあり方に関する検討会」（課長級）を新たに立上げ
• 年度末までに対応策のとりまとめを目指す

・検討中（土木、国保、
ＤＸを検討会で提
示）

令和７年11月18日
国と地方のシステムWG資料
※令和７年10月末時点の状況



事務処理の持続可能性確保に向けた都道府県の取組状況(枠組みの設置)

① 検討を行う枠組みを設置している団体は28団体、今後設置予定の団体は６団体（令和７年１０月１日時点）。

② 分野横断的な枠組みを設置している団体は２１団体、単一分野の枠組みを設置している団体は１１団体。（分野
横断・単一双方の枠組みを設置する団体は６団体）

③ 重点的に検討を行う対応方策については、「広域連携」及び「総合的な検討」が多い傾向にあった。

＜設置済み＞

28団体

＜設置予定＞

6団体

＜設置予定なし＞

13団体

枠組みの設置状況
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重点的に検討を行っている・行う予定の対応方策

団体数 枠組み数

(団体/件)

※対応方策は複数選択可

① ③

②

＜分野横断の検討＞

15団体

＜単一分野の検討＞5団体

＜双方の検討＞

6団体

＜その他・未定＞

8団体

枠組みにおける検討の状況

（備考）事務局において実施した調査（令和７年１０月１日時点）をもとに作成 ４
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分野横断的な枠組みにおける検討分野
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単一分野を検討する枠組みにおける検討分野

税務

上下水道

○ 分野横断的な枠組みにおいては、「土木・都市」分野における「道路」及び「都市計画」、「総務」分野における「人事・給
与」、「市民」分野における「住民・戸籍」を回答するものが多かった。

○ 単一分野の枠組みにおいては、「環境衛生」分野における「上下水道」を回答するものが最も多く、このほか、「総務」分
野における「税務」を回答するものも多かった。

(参考)分野の内訳

＜総務＞人事・給与(10)、財務・会計(6)、税務(5) ＜市民＞住民・戸籍(9)、消費生活相談(5)、男女共同参画(1)

＜福祉＞介護保険(3)、国民健康保険(3)、生活保護(1)、老人福祉(2)、母子保健(4)、障害者福祉(2)、子育て・保育(2)

＜保険＞保健指導・健康相談(4)、食品衛生(2) ＜環境衛生＞廃棄物処理(7)、地球温暖化対策(1)、上下水道(7)

＜農林水産＞農業・農地整備(3)、林業・森林整備(3)、漁業・漁港整備(2)、鳥獣被害対策(4)

＜土木・都市＞道路(9)、河川(5)、港湾(1)、公営住宅(3)、建築指導(3)、都市計画(9)、公園・緑地(2)、地域公共交通(2)

＜教育＞小中学校教育(1)、文化財保護(1) ＜防災＞危機管理・防災(3)

＜その他＞(24) 

(参考)分野の内訳

＜総務＞人事・給与(2)、財務・会計(1)、税務(5)

＜市民＞、消費生活相談(1)

＜福祉＞国民健康保険(2)

＜環境衛生＞廃棄物処理(2)、上下水道(15)

＜農林水産＞鳥獣被害対策(1)

＜土木・都市＞道路(2)、地域公共交通(1)

＜教育＞小中学校教育(1) ＜その他＞(1)

事務処理の持続可能性確保に向けた都道府県の取組状況(検討分野)

（備考）事務局において実施した調査（令和７年１０月１日時点）をもとに作成
５



 「人口減少時代における持続可能な行政サービスの提供のあり方に関する有識者会議」

○ 令和５年度に有識者会議を６回実施。
○ これまでも県は市町村と研究会を開催して、市町村の補完支援や行政改革を積極的に実施

してきたが、人口減少の更なる進展を踏まえ、市町村の事務も含めて、一体的に議論。
○ 令和６年３月に秋田県知事に対し、提言書を手交。

【提言内容】

事務処理の持続可能性の確保に向けた取組の例（秋田県）

１．検討の枠組み

２．提言を踏まえた取組内容

○ 県・市町村の地方税業務の一体化から検討
・ 県と市町村の徴税コストのトータルの削減及び県と市町村の税務事務の更なる能力向上のため、地方税の課税事務等を県と市町村で一

体的に行うことを議論（県税務課長＋５市町の税務課長等）。令和７年１２月に「地方税業務のあり方研究会報告書」を取りまとめ。

例） 複数市町村の固定資産税用の航空写真を県が共同撮影、県・市町村職員の相互併任による家屋評価の共同化等

地方税

○ 令和７年１０月 知事、有識者による県民フォーラムを開催
○ 令和７年度末までに、県内３カ所で市町村との意見交換会を実施（首長級）。

例） 地域振興局（県内８局）の業務について、個々の業務の特性に応じた整理を行い、市町村との協働・連携を含めた
今後の業務のあり方を検討。

例） あきた公共施設等総合管理計画の下、国・市町村等との共同設置や複合化等を検討。

他分野への展開の検討

１．持続可能な行政運営に向けた方策
①適正規模の行政運営 ③人材の確保
②市町村との一体的な連携   ④公共施設等の適正配置・機能更新等

２．行政サービスを充実させるための方策
①公民連携の推進
②デジタル技術の活用

３．今後の取組の進め方
①県民の理解の醸成 ②地域における議論の場の設定 ③機動的かつ柔軟な見直し等の推進

【市町村に対する補完支援の実施例】

・秋田県・秋田市の文化施設複合
集約化

・県による市町村道のパトロール
と交換除雪

・下水道の広域化・共同化
等

事業年度：（H29～R３年度）

６

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１
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事務処理の持続可能性の確保に向けた取組の例（長野県）

○ 県と市町村との協議の場

• 県と市町村のあり方や市町村に関係する県の施策等について知事と市町村
長の代表者が協議する場として平成23年度に設置（計30回開催）

令和7年５月：県・市町村の連携・協働による行政体制の最適化について
意見交換

  11月：県・市町村の連携・協働により優先的に連携策を検討すべき
 事務と連携策検討のためのＰＴ・ＷＧの設置を決定

１．検討の枠組み

２．取組内容
【県・市町村の連携・協働による連携策の検討】

〇 木曽広域連合では、ごみ処理、老人福祉、
 介護保険、公共交通、観光など、構成町村
 に係る32の事務を共同処理。

〇 令和８年度より県が木曽広域連合へ参画
 し、連携を強化するとともに県の事務のう
 ち、広域連合と共通する公共交通と観光の
 事務を移管予定。

【木曽広域連合への県の参画】

○ 対応策の検討に取り組む分野

県内市町村ヒアリングで把握した課題感と総務省「持続可能な地方行財政のあ
り方に関する研究会」で分析対象とされた行政分野を前提に実施した市町村の
課題感に関する意向調査の結果を踏まえ、以下の分野を対象に取組を進める。

⇒ 公共インフラ・土木職員の確保、保健事業の共同実施、
 DXの推進、法制執務等専門的な事務

○ 各分野の検討体制

県・市町村の
行政体制最適化

推進PT

公共インフラWG（仮称）

専門的事務連携WG（仮称）

保健事業WG（仮称）

先端技術活用推進協議会

…土木職員の確保・インフラ老朽化への対応

…保健事業の効率的な運営

…法制執務等の専門的事務への対応

…DX推進体制の強化

○木曽地域広域連携推進会議

・平成28年度に設置。木曽地域内の町村、木曽
広域連合及び長野県が、地域の特性を生かした
広域連携のあり方や連携して取り組む施策・
事業について検討。

【圏域毎の取組の例】【全県での取組】

７

第34次地方制度調査会
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土木

国保

事務処理の持続可能性の確保に向けた取組の例（沖縄県）

１．検討の枠組み

「持続可能な行政サービスのあり方に関する検討会」
（令和７年８月～）

○ 県内市町村の行政サービスの持続可能性について、
分野ごとに課題を整理し、対応方策を幅広く議論。

○ 県市町村課と8市町村の課長級で構成、県庁内関係
部局等もオブザーバーで参加。

○ 具体的な事務分野・テーマを設定し、各分野毎に事務の簡素化、広域連携、外部委託、デジタル活用等の対応策を検討。
○ 令和７年度は離島町村等でも課題感の強い「国保分野」・「土木分野」をテーマに設定。

２．取組内容

【課題】  町村を中心に技術職員が不足・未配置（一方、県技術職員
も不足）、道路損傷箇所の発見・対応のためのリソース不足・
システム未導入。

⇒ 橋梁点検業務の地域一括発注方式の活用促進、県と共通の
道路通報システムを市町村が利用することによる連携等を検討。

離島町村等における持続可能な住民サービスの提供に係るアンケート調査
(1)人材・体制確保に関して課題を感じている職種

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般行政職

土木技師・建築技師

保健師

保育士、保育教諭、幼稚園教諭

デジタル人材
とても課題を感じている 少し課題を感じている
どちらともいえない あまり課題を感じていない
課題を感じていない（十分確保できている）

不足感が
大きい

(2)近年の職員不足や職員の業務負担増に伴い課題を感じている行政分野

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境、衛生

介護、高齢者福祉

保育、子育て

教育

保健、医療

農林水産

商工観光

土木建築
とても課題を感じている 少し課題を感じている どちらともいえない
あまり課題を感じていない 課題を感じていない

全団体が課題
を感じている

（出典）沖縄県「第２回持続可能な行政サービスのあり方に関する検討会」資料を一部加工 ８

（参考）離島における職員不足の状況

※令和７年１月１日時点住民基本台帳人口

⇒ 令和７年度から県職員（課長補佐級）を１名派遣。
民間企業からも３名派遣。

○ 渡名喜村（人口291人※の離島自治体）は、条例定数27人に対し、
令和６年４月１日時点の職員数が２１人であり、令和６年度末にさら
なる退職者が見込まれるなど、事務の執行体制の
確保に大きな懸念が生じた。

（離島13町村・北部３村を対象にR7.6実施）

【課題】
・ 保険料の納付勧奨や徴収事務は、これまで共同処理の検討が進
められてこなかった。毎月発生する保険給付費等支払事務が負担。
離島町村等を中心に保健師も不足し、データに基づく保健事業、
特定健診・保健指導の実施に支障あり。

⇒ 小規模団体での共同処理（保険料の納付勧奨等）の実証を検討。

⇒ 保険給付費等支払事務について、都道府県から国保連への
直接支払い等、各市町村の事務の効率化を支援することを検討。

⇒ 県国保連合会への委託範囲拡大を検討（保険給付や保健事業）。

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１

令和８年２月18日



地方制度調査会について

【学識経験者１８名】
荒 見 玲 子 名古屋大学教授

◎ 市 川 晃 住友林業株式会社代表取締役会長
伊 藤 正 次 東京都立大学教授
岩 﨑 尚 子 早稲田大学電子政府・自治体研究所教授
大 橋 真由美 上智大学教授
大 屋 雄 裕 慶應義塾大学教授

○ 谷 口 尚 子 慶應義塾大学教授
辻 琢 也 一橋大学教授
土 山 希美枝 法政大学教授
林 知 更 東京大学教授
原 田 大 樹 京都大学教授
牧 原 出 東京大学教授
松 永 桂 子 大阪公立大学教授
御手洗 瑞 子 株式会社気仙沼ニッティング代表取締役
村 木 美 貴 千葉大学教授
安 田 充 自治体国際化協会理事長

★ 山 本 隆 司 東京大学教授
横 田 響 子 株式会社コラボラボ代表取締役

【国会議員６名】
島 尻 安伊子 衆議院議員
橘 慶一郎 衆議院議員
奥 野 総一郎 衆議院議員
井 上 英 孝 衆議院議員
江 島 潔 参議院議員
岸 真紀子 参議院議員

【地方六団体６名】
阿 部 守 一 長野県知事（全国知事会会長）
藏 内 勇 夫 福岡県議会議長（全国都道府県議会議長会会長）
松 井 一 實 広島市長（全国市長会会長）
丸 子 善 弘 山形市議会議長（全国市議会議長会会長）
棚 野 孝 夫 北海道白糠町長（全国町村会会長）
中 本 正 廣 広島県安芸太田町議会議長（全国町村議会議長会会長）

（◎：会長、○：副会長、★：専門小委員会委員長）

１．概 要

○ 地方制度調査会は、地方制度調査会設置法により、昭和２７年１２月、総理府（現：内閣府）に設置。内閣総理
大臣の諮問に応じて地方制度に関する重要事項を調査審議する。

○ 委員は、内閣総理大臣が任命することとされており、３０人以内で構成。任期は２年で国会議員、地方公共団体
の議会の議員、地方公共団体の長等及び学識経験者により構成。

２．第３４次（今回）の諮問事項

○ 令和８年１月１９日に第１回総会が開催され、総理より諮問。

【諮問事項】 人口減少により深刻化する人材の不足や偏在、デジタル技術の進展等の課題に対応し、将来にわたり、地域の
特性に応じて、持続可能かつ最適な形で行政サービスを提供していくため、国・都道府県・市町村間の役割分担、
大都市地域における行政体制その他の必要な地方制度の在り方について、調査審議を求める。

○ 委員 （Ｒ８.１.１９現在 ３０名）

９



地方分権改革の下での
役割分担の基本的なあり方

社会経済情勢の変化に対応して
進められてきた取組

国・都道府県・市町村の役割分担のあり方に関する検討の方向性（案）

○ 「基礎自治体（＝市町村）優先の原則」を
これまで以上に実現。基礎自治体に対し
ては積極的に事務や権限を移譲。
 （第２７次地制調答申（平成１５年１１月））

＜国・都道府県の補完的な役割＞

○ 国は本来果たすべき役割を重点的に
担い、住民に身近な行政はできる限り
地方公共団体に委ねることが基本。

（地方自治法第１条の２第２項）

○ 都道府県は、その規模又は性質にお
いて一般の市町村が処理することが適
当でないものについて、補完的に処理。

 （地方自治法第２条第５項）

役割分担の原則
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これまでの取組から表出している
役割分担の見直し手法の傾向

＜行政主体を通じたプロセスの最適化＞

＜情報システムの個別調達＞

○ 各団体が自らシステムを調達する
ことを基本に、全国共通のインフラ（住

基ネット、LGWAN等）が整備。

デジタル技術の活用

＜市町村中心の完結的な業務執行＞

○ 地方公共団体の業務を企画立案
から管理執行までの一連のプロセ
スとして捉え、全体として効率化や
サービス向上が図られるよう、各プ
ロセスにおける実施主体を調整す
る取組が広く見られるようになって
いる。

＜簡素で効率的な行政の要請等を背景とした実施主体
の最適配分＞

○ NPMの台頭等を背景に、それまで一体的なものとし
て捉えてきた事務・権限を、一連の業務プロセスに着目
して分割し、その一部を外部化する手法が定着。

○ 全国的な対応等の要請を背景に、国による標準的な
事務処理のあり方や基準の設定が拡大。

○ 安定的な財政運営等の観点から、事務の実施主体を
市町村から都道府県単位に広域化。

○ 住民との近接性が求められず、統一的な事務処理が
可能なものについて、地方共同法人等により全国単位
で広域化。

○ 国や地方共同法人等が提供する共通基盤・共通機能
を地方公共団体が共同で利用。

・指定管理者制度の普及・定着 ・郵便局への委託可能事務の拡大
・地方独立行政法人の対象業務の拡大 等

・後期高齢者医療広域連合の設置
・国民健康保険の財政運営主体の都道府県化 等

・個人情報保護制度の見直し ・自治体情報システムの標準化 等

・マイナポータル ・eL-QR ・証明書等のコンビニ交付 等

・地方公共団体情報システム機構（J-LIS) ・地方税共同機構 等

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１

令和８年２月18日



国・都道府県・市町村の役割分担のあり方に関する検討の方向性（案）

＜法令上の事務・権限をベースと
した共同処理制度＞

○ 地方自治法上の共同処理制
度は選択肢の拡大が行われてき
たが、既存の制度を中心に活用
状況は概ね横ばい。

＜行政ニーズに応じた連携のあり方の多様化＞

○ 制度化された仕組み以外に、複数の地方公共団体が一
体となって行政サービスを提供する協働的な手法が拡大。

○ 複数団体や複数分野のインフラを「群」として捉え、維持
管理を効率的・効果的に行う取組が推進。

○ 激甚災害の頻発化や技術職員の減少等を背景に、災害
等の一定の場合における国等による代行制度が拡充。

11

主体間の連携

＜簡素で弾力的な連携手法＞

○ 典型的な共同処理制度以外の簡素
で弾力的な連携の手法を指向する動
きが見られている。

政策遂行プロセス

<政策の立案・実施プロセスへの地方の参加＞

○ 国と地方で構成される協議会において、共通化するシ
ステムの選定や進捗状況の管理を行う推進体制を構築。

○ 住基ネット利用事務について、分権提案を契機とする
地方公共団体との協議を通じて、分野横断的に見直し。

＜地方の意見の反映＞

○ 地方自治に影響を及ぼす国の
施策の立案過程に地方の意見を
反映するための仕組みを整備。

・地方六団体への事前情報提供制度
・地方分権の提案募集方式の導入 等

・県・市町村の橋梁の点検における県の包括発注
・県と市町村の連携による公立病院再編 等

地方分権改革の下での
役割分担の基本的なあり方

社会経済情勢の変化に対応して
進められてきた取組

これまでの取組から表出している
役割分担の見直し手法の傾向

・港湾法の一部改正 等

・国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針

・地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）

・第15次分権一括法による住民基本台帳法の一部改正

＜国・地方が協働した政策立案・実施＞

○ 政策の立案から実施の各段階で、
国と地方が方針や進度などを調整す
る仕組みへの期待が高まっている。

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１
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12

国・都道府県・市町村の役割分担のあり方に関する検討の方向性（案）

＜検討の方向性（案）＞

○ 将来にわたって、持続可能かつ最適な形で行政サービスを提供していくための国・都道府県・市
町村の役割分担のあり方については、これまでに進められてきた取組から、

・ 地方公共団体の業務の各プロセスにおいて実施主体を調整する「行政主体を通じたプロセス
の最適化」の定着

・ 典型的な共同処理制度以外の「簡素で弾力的な連携手法」の指向

・ 企画政策の立案から実施の各段階で、国と地方が方針や進度などを調整する「国・地方が協働
した政策立案・実施」の仕組みへの期待の高まり

といった傾向が表出していると言えるが、これらをどう評価するか。

○ これらの傾向をより加速させる必要がある場合には、国・都道府県・市町村の役割分担のあり
方に関する新たな考え方として定式化する必要があるのではないか。

○ 役割分担の新たな考え方を各行政分野に広げていく必要がある場合には、これを各府省に
フィードバックし、現場のニーズに合致した形で必要な個別法の見直しを行うなどの動きにつな
げていくことが求められるのではないか。

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１
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指定法人への委託制度の整備

（平成28年 障害者総合支援法改正)

○ 都道府県及び市町村の事務のうち、公権力の行使に当た
らない事務について、適切に実施することができると都道
府県知事が指定する民間法人(指定事務受託法人)に対し、
業務委託が可能とされた。

○ 国における独立行政法人制度の整備等を踏まえて平成
15年に地方独立行政法人制度を創設。地方公共団体自身
が直接実施する必要はないものの、民間の主体に委ねては
確実な実施を確保できない事務・事業の効率的・効果的な
実施を目的としている。

○ 制度創設時は以下の図の①～⑤が対象業務であり、②に
ついて、平成19年に公立高等専門学校、平成28年に大学
等の技術に関する研究の成果の活用を促進する事業を実
施する者に対する出資業務を追加。

○ また、⑥について、平成30年には、一部に審査や交付決
定等の公権力の行使にわたる事務が含まれ、一連の事務の
一括した民間委託等、効果的な委託が困難であった申請等
関係業務（転入届、住民票の写しの交付請求の受理等のうち定型的な

もの）を対象業務に追加。

地方独立行政法人制度民間委託
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○ 地方公共団体において経営資源が制約される一方、行政需要が増加する中で、質の高い公共サービスを引き
続き効率的・効果的に提供するために、民間委託や地方独立行政法人制度の活用等が進められてきた。

○ その中で、民間法人や郵便局に委託可能な事務の拡大や、地方独立行政法人の対象業務への公権力の行使に
わたる事務を含む申請等関係事務等の追加等、外部化できる業務の範囲が広げられてきた。

郵便局への委託可能事務の拡大

(令和３年・５年郵便局事務取扱法改正)

○ 住民の利便性向上・地方公共団体の組織運営の合理化
等の観点から、平成13年の郵便局事務取扱法制定により、
市町村は、住民票の写し等の証明書交付の請求受付等、
公権力の行使に当たらない範囲の窓口業務を郵便局に
委託可能に。

○ 分権提案等を受け、令和3年にマイナンバーカードの電
子証明書発行、転出届等の申請受付等、令和5年にマイナ
ンバーカードの交付申請受付等を委託可能事務に追加。

対象業務

※カッコ内は令和７年４月１日現在の法人数（計169法人）

① 試験研究   （11法人）

② 公立大学【H19,28拡大】 （85法人）

③ 公営企業型 （68法人）

④ 社会福祉事業 （１法人）

⑤ 博物館、動物園 （２法人）

⑥ 申請等関係事務【H30追加】 （２法人）

業務執行の一部を外部化する取組の例① 第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１
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業務執行の一部を外部化する取組の例②

○ 制度上の対応以外にも、地方公共団体が独自に設立した組織が主体となって、複数の地方公共団体にまた
がる事務の共同発注の受け皿となることや、デジタルツールの共同調達・共同開発等など、専門人材やノウハ
ウをより効率的に活用する取組が行われている。

15

GoｖTech東京の取組

【共同調達・共同開発】
〇 デジタルツール等の共同調達で東京都と区市町村
の調達コストと事務負担を軽減し、区市町村間で共同
利用可能なサービスを創出・提供。
（令和７年９月時点で５２区市町村が参加、約23億円のコストメリット）

【保活ワンストップサービス】
〇 東京都とGovTech東京が「保活情報連携基盤」を
構築し、保活がオンラインで完結するワンストップサー
ビス*を開始。
（令和７年９月時点で19区市町村、1,070保育施設が参加）
＊令和８年度中に国のシステムへ移行予定。

東京におけるDX推進プラットフォーム

長野県下水道公社の取組

○ 県のみならず市町村等への技術支援及び広域的な
維持管理の実施を目的として、平成3年2月に設立。

○ 県内市町村等の下水道終末処理場（64市町村・組
合の101場）のうち、31市町村・組合の57場（令和６
年度時点）の維持管理業務（処理施設の運転管理や
修繕、薬品の購入等）などを受託し、一部は民間事業
者へ一括発注。

○ 職員数の削減やスケールメリット等により維持管理
経費の削減を実現。

市町村の枠を越えた業務の発注
～下水道分野の取組～

A市

B町

C村

公社
民間
事業者

委託
発注

※一括発注のイメージ

○ 都庁や市区町村をはじめ、大学、
企業など多様な主体と連携し、東京
全体のDXを効果的に進めるプラッ
トフォームとして、令和５年に一般財
団法人として設立。
共同調達や技術的サポート、人材
シェアリング等を通じ、DXを推進。

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１

令和８年２月18日



○ 後期高齢者医療制度では、財政運営の安定化や責任主体の明確化等の観点から、法改正により、都道府県ごと

に全市町村が加入する広域連合の設置が義務付けられた。

○ 市町村が資格管理や保険料の決定等の多様な業務を担う国民健康保険制度では、国民健康保険団体連合会が

都道府県単位で設立され、診療報酬の審査支払業務等を担っている（国保分野以外の業務も委託を受け実施）。

○ また、安定的な財政運営等の観点から、法改正により財政運営の責任主体が都道府県に変更された。

○ 高齢化の進行に伴い、高齢者の医療費
増大が見込まれる中、安定した財政運営
を行うことが必要な状況。

○ 従来の老人保健制度は、独立した保険
制度ではなく、被用者保険等の保険者に
対して費用を拠出する仕組みとなって
いたことから、老人保健制度の運営主体
である市町村と実質的な費用負担者が
乖離しており、制度運営の責任主体が市
町村単位になっていることについての
見直しの必要性等が指摘されていた。

広域連合設置義務化 （後期高齢者医療）
- Ｈ１８ 老人保健法（現在の「高齢者の医療の確保に

関する法律」）改正 -

都道府県単位で事務を処理することとしている例

国民健康保険団体連合会

○ 国民健康保険の保険者（都道府県、
市町村及び国民健康保険組合）が共同
して、国民健康保険事業の目的を達成
するために必要な事業を行うことを目
的として都道府県単位で設立。

国民健康保険分野の主な業務
・ 診療報酬の審査支払業務
・ 公費負担医療の審査等
・ 保険者事務の共同事業     
・ 保健事業関係業務 等

(出典）厚生労働省ホームページ

16

○ 市町村国保は、財政運営が不安定になる
小規模保険者が多数存在し、一人当たり医
療費・所得等において、それぞれの格差が
大きく、安定的な財政運営や効率的な事業
の実施等が必要な状況。

主体の都道府県化 （国保）
- Ｈ２７ 国民健康保険法改正 -

〇 また、都道府県内の統一的な運営方針
である「国保運営方針」を示し、市町村が
担う事務の効率化、標準化、広域化を推
進することとされた。

〇 都道府県が財政運営の責任主体となり、
市町村が納付する「国保事業納付金」の額
を決定、保険給付に必要な費用を全額、
市町村に支払うこととされた。

○ さらに連合会に対して、国民健康保険
分野以外の事務も委託できるよう、順
次、法改正が行われた。

国民健康保険分野以外の業務（例）

【後期高齢者医療】
・ 保険者事務共同電算処理
・ 第三者行為損害賠償求償事

務
・ 後発医薬品利用差額通知

コールセンター
・ 国保・後期高齢者ヘルスサ

ポート事業
・ 保険料の年金からの特別徴

収経由機関業務

【介護保険】
・ 介護保険者事務共同電算処理
・ 第三者行為損害賠償求償事務
・ 介護サービス相談・苦情処理

事業
・ 介護給付適正化対策事業
・ 保険料の年金からの特別徴収

経由機関業務
【障害者総合支援】
・ 障害者総合支援市町村事務共

同処理

〇 後期高齢者についての独立した医療
制度を創設して負担区分を明確にし、
都道府県の区域ごとに全ての市町村が
加入する広域連合が必置化された。

※ 平成19年３月30日までに、全都道府県に
おいて後期高齢者医療広域連合が設立。

⇒ 後期高齢者医療広域連合において
保険料の徴収や、医療給付を実施

(備考)各府省ＨＰ・「時の法令」をもとに事務局作成

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１

令和８年２月18日



○ 消防や水道事業など、従来市町村単位で行われてきた事務について、人材不足等により市町村単位での事務

執行が困難になりつつあることを背景に、広域化によって効率的な事務処理を図るため、都道府県が広域化の

推進を担うことを明確化した例がある。

17

法律において広域化の推進の役割を都道府県が担うこととした例

＜制度改正の背景・理由＞

〇 災害の多様化、大規模化等の環境変化の中で、特に小規模な
消防本部においては、出動体制や消防車両・専門要員の確保等
の限界が指摘され、消防の広域化が推進されてきたが、管轄人
口10万人未満の小規模消防本部が約６割を占めるなど、広域化
が十分に進んでいないことが指摘されていた。

〇 広域化が十分に進まなかった要因としては、広域化における
都道府県の役割が法律上不明確であるとの指摘があった。

＜手法＞

＜手法＞

〇 都道府県を広域連携の推進役とすることが明確化され、水道
基盤強化計画の策定、協議会の設置等を行うこととされた。

＜制度改正の背景・理由＞

〇 水道事業は主に市町村単位で経営されており、多くの事業が
小規模（給水人口５万人未満の小規模事業者が７割弱）で経営基盤
が脆弱であり、職員数が大きく減少、水道施設の老朽化が進行し、
耐震性も不足しているなどの課題が指摘されていた。

都道府県の役割の明確化 （消防）
- H18 消防組織法改正 -

都道府県の役割の明確化 （上水道）
- H30 水道法改正 -

＜制度改正後の状況＞

〇 広域化により消防本部の総数は、811本部から720本部に
減少した（令和６年４月時点）。

＜制度改正後の状況＞

○ 水道基盤強化計画が策定済みの団体は、３府県（令和７年12月時点）。

(出典)国土交通省ホームページ

(出典) 総務省消防庁ホームページ

〇 市町村の消防の広域化を推進するための
都道府県の役割が明確化され、推進計画
の策定、必要な調整・援助の実施等を行う
こととされた。

(備考)各府省ＨＰ・「時の法令」をもとに事務局作成

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１

令和８年２月18日



○ 業務システムの管理など、住民との近接性が求められず、かつ、全国で統一的な事務処理が可能なものについ
て、地方公共団体が共同して運営する地方共同法人等を設立して事務を処理している例がある。

○ 日本下水道事業団では全国単位で技術者をプールすることにより、高度な技術力等が求められるものの、ノウ
ハウの蓄積の機会が少ない工事等を地方公共団体から委託を受けて実施している。

18

地方税法に基づき地方公共団体が共同し
て運営する地方共同法人

地方税共同機構（ＬＴＡ）

法人形態

地方税の納税義務者等の利便性向上、地
方自治体や金融機関の事務負担の軽減や事
務の正確性の向上に向け、地方税のオンライ
ン手続のためのシステム（eLTAX）※や自動
車税等関係手続システムを管理運営すると
ともに、研修や広報等を通じ地方税に関す
る地方公共団体の事務を支援。

令和８年９月からは、地方税に加えて地方
税以外の公金について、eL-QR（地方税統
一QRコード）を利用した収納を開始。

※ eLTAXでは、多様な納付手段（インターネットバンキング・クレ
ジットカード・eL-QRを活用したスマートフォン決済アプリ等）に
よる電子納税や、地方税法令に基づく電子申告・申請等が可能。

業務内容

地方公共団体情報システム機構法に基づ
き国と地方公共団体が共同して運営する法
人※

※ 令和３年の法改正により地方共同法人から国と地方公共団体
が共同で運営する法人に転換

地方公共団体情報システム機構（J-LIS）

法人形態

業務内容

日本下水道事業団法に基づき地方公共団
体が共同して運営する地方共同法人

日本下水道事業団（JＳ）

法人形態

下水道技術者をプールし、終末処理場等の
高度の技術・機械力を要する工事を、地方公
共団体から委託を受けて実施。

平成27年の法改正により、市町村議会の
議決に基づき、日本下水道事業団が特定下
水道工事について補助金交付申請を含めた
工事一式を代行できる仕組みが創設された。

業務内容

沿革

マイナンバーカードの発行、公的個人認証
サービス・住民基本台帳ネットワークシステ
ム・総合行政ネットワークシステム（LGWAN）
の運営など、全地方公共団体に共通する情
報システムに関する事務を実施。

このほか、証明書のコンビニ交付サービス
やマイナンバーカードアプリケーション搭載
システムなど、地方公共団体が共通で利用
できるサービスの提供や、情報セキュリティ
対策支援を実施。

地方自治情報センターを母体に、自治体衛
星通信機構の一部事務を承継して平成２６
年に設立

沿革

全国地方税務協議会、地方税電子化協議
会、OSS都道府県税協議会の三協議会の権
利義務を承継し、平成３１年に設立

沿革

下水道事業センターを前身として昭和50
年に発足

全国単位で事務を処理することとしている例

特定下水道工事（終末処理場・特定の管渠等の建設工事）

１ 実施方針決定 ６ 積算・発注

２ 補助金交付申請・執行管理 ７ 監督管理、指示、工事変更

３ 地方公共団体負担分の起債 ８ 地元住民との調整

４ 測量のための私有地立入等 ９ 工事発注・施工管理

５ 道路占有許可申請等の各種管
理者協議等

10 完成検査

※ 赤字表記の事務を、日本下水道事業団が代行可能に。

（備考）各団体HPをもとに事務局作成

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１

令和８年２月18日
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eL-QRを用いた税・公金収納 証明書等のコンビニ交付

○ 地方税共同機構において、地方税のオンライン手続の
ためのシステム（eLTAX）（※）を開発・運用。

※ eLTAXでは、多様な納付手段（地方税統一QRコード（eL-QR）を活用し
たスマートフォン決済アプリ等）による電子納税や、地方税法令に基づく電
子申告・申請等が可能。平成22年度に全地方団体が接続。

○ eL-QRを活用したキャッシュレス納付が、地方税につ
いては令和５年４月から開始。地方税以外で自治体ごと
に指定する種類の公金についても令和８年９月から開始
予定。

○ 支払手段の選択肢が広がることによる住民の利便性向
上のほか、eL-QRの読み取りにより納付情報が自動で
データ化されることから、自治体や金融機関での納付書
の仕分け・管理業務負担軽減を実現。

○ マイナンバーカードを利用して、証明書等をコンビニエ
ンスストア等に設置されたキオスク端末から取得できる
サービス（小規模団体等が証明書発行サーバを独自構築
せずクラウド上で共同利用可能なサービスを含む。）を地
方公共団体情報システム機構が提供。

(取得可能な証明書等)
住民票の写し、印鑑登録証明書、住民票記載事項証明書、各種税証明書、
戸籍証明書、戸籍の附表の写し、罹災証明書

＜導入状況（令和８年１月時点）＞
・導入団体 ： 1,375団体（全団体の79.0%）
・対象人口 ： 1億1,929万人（全人口の95.9%）
・コンビニ交付を利用した住民票の写し※交付件数

（括弧内は窓口も含めた全交付数に対する割合）

○ 自治体の窓口受付時間外でも利用できるため、住民の
利便性が向上するほか、人手を介さず証明書等の発行が
可能なため、自治体の窓口業務負担軽減や証明書交付
事務コストの低減といったメリットがある。

○ 国や地方共同法人等が提供する情報システムを地方公共団体等が全国的な規模で共同利用し、業務の

効率化や行政サービスの高度化を図る取組が各行政分野において見られるようになっている。

共通基盤・共通機能を地方公共団体等が共同で利用する例①

※住民票記載事項証明書含む

年 R元 R２ R３ R４ R５ R６

万件
（%）

222
（3.4）

346
（5.6）

627
（10.3）

943
（15.6）

1456
（26.2）

１479
（27.3）

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１

令和８年２月18日



共通基盤・共通機能を地方公共団体等が共同で利用する例②

〇 情報を集約し、介護サービス利用者、地方公共団体、事

業者、医療機関による閲覧を可能とするもので、全国医

療情報プラットフォームを構成するもの。令和８年４月の

運用開始を目指して調整が行われている。

(備考)社会保障審議会介護保険部会（第113回）令和６年７月８日 「資料１介護情報基盤について」から抜粋・加工

介護情報基盤の整備（厚生労働省）

20

下水道共通プラットフォームの整備（日本下水道協会）

〇 日本下水道協会※が、下水道事業を実施している地方

公共団体等が作成した下水道管路施設の施設諸元や維

持管理情報などの下水道に関するデータを保管すると

ともに、その情報の表示・検索等のサービスを地方公共

団体に提供するもの。令和５年４月から運用開始。

※ 下水道事業を実施、計画中の地方公共団体や、国又は地方公共団
体の出資を受け下水道に関する業務を行う法人（公団、公社等）を
正会員とする公益社団法人

(備考) 日本下水道協会HPから抜粋・加工

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１

令和８年２月18日



○ 地方自治法の事務の共同処理の仕組み以外にも、小規模市町村が多い都道府県を中心に、県と市町村が
それぞれ有する総資源を活用し、都道府県と市町村が一体となって行政サービスを提供する取組（「協働的
な手法」）が、様々な分野や手法で進められている。  

都道府県の補完・支援の多様な取組

「協働的な手法」の例

①「県による包括発注」
橋梁点検の発注代行
（奈良県「奈良モデル」）

⑥「市町村間の協議の支援」
ごみ処理の広域化
（奈良県「奈良モデル」）

③「県と市町村の役割分担の再編」
過疎地域の公立病院再編
（奈良県「奈良モデル」）

④「現場に入る県職員」
県職員が役場に常駐
（高知県「地域支援企画員制度」）

②「県・市町村事業の一体化」
県と市町村の合同庁舎化 （愛媛県）

⑤「知事と市町村長の定期的な議論の場の開催」
「奈良県・市町村長サミット」（年5～6回開催）
（奈良県「奈良モデル」）

橋梁点検・修繕事業（設計・工事）

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

Ｇ土木事務所

現状
２５施設

広域化後
１４施設

焼却施設数

支援

協働で実施

（備考）総務省「広域連携が困難な市町村における補完のあり方に関する研究会報告書（概要）」をもとに事務局作成 21

愛南町庁舎

愛媛県愛南庁舎

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１
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国や都道府県が事務を代行する例

22

○ 国が一定の場合に直接事務を執行する代行制度等について、制度を活用できる場面や要件は限定的に設定さ

れているものの、近年、制度的な拡充が見られるようになっている。

災害時における国の代行制度

○ 災害が発生した場合、市町村が管理する準用河川や道路については、河川法及

び道路法に基づき、国の事務の遂行に支障のない範囲内において、国が災害復旧

工事を代行して実施することが可能。

○ また、市町村が管理する道路については、道路法に基づき、都道府県が管理す

る道路と交通上密接な関連を有するものに限り、都道府県が災害復旧工事を代

行して実施することが可能。

【要件】

・ 市町村からの要請があること

・ 高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当

であると認められるもの

・ 業務の遂行に支障のない範囲内

＜事例＞国道219号等の災害復旧（国による代行）

令和２年７月の球磨川の氾濫により、熊本県や市町村が管理する道路、橋梁が

広範囲にわたり被災し、交通が寸断されたため、被災した地方 公共団体から

の要請を踏まえ、国が災害復旧事業に速やかに着手。

八代～人吉間の道路啓開

を着手から20日で完了し、

約３か月で全線の応急復

旧を完了。

（備考）市町村における災害復旧事業の円滑な実施のためのガイドライン第２稿（令和５年４月国土交

通省）より事務局作成

災害時以外における国の代行制度

港湾法の一部改正（R7)

○ 一部の港湾管理者では、港湾に精通した技術職員の不足に

伴う技術力の低下が深刻であり、港湾インフラの老朽化・陳腐

化が進む中、港湾インフラの更新工事等をサポートするため、港

湾管理者の要請に基づく、高度な技術等を要する港湾工事に

ついて国による代行制度を創設。

（備考）港湾法の一部を改正する法律（令和７年法律第25号）の概要（令和７年６月30日

国土交通省港湾局）より事務局作成

○ 近年、災害時に限らず、地方公共団体の技術職員の減少等を

踏まえたインフラ管理の代行制度が創設されている。

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１

令和８年２月18日
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〇 「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」（※）に基づく取組では、「システムは共通化、政策
は地方公共団体の創意工夫という最適化された行政」を目指す姿と位置付け、国と地方３団体の代表者で構成
される協議会において、共通化するシステムの対象候補を選定するなど、国と地方公共団体が連携・協力した形
での推進体制が整備されている。 ※令和６年６月２１日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の一部として策定

（備考）国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針（概要）を一部加工

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１

令和８年２月18日
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